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令和５年７月 18日 

質問回答書 

応募予定業者 様 

那覇市教育委員会 

生涯学習部 生涯学習課長 

（公印省略） 

下記の募集に対する質問について、下記のとおり回答します。 

 

那覇市立森の家みんみん指定管理者の募集 

No 質問 回答 

1 会社を設立して間もないのですが、直近

３カ年分の納税証明、収支決算書等の経営

状況を明らかにする書類等が無い場合は、

どのような手続き方法がありますか。 

代表者個人の直近３ヵ年分の納税証明書の

提出をお願いします。 

２ 直近３カ年の森の家みんみんの収支（決

算書）があればご提示ください。 

別添のとおり提示いたします。 

３ 管理費には、みんみんの管理費の他に指

定管理を受注した団体の管理費があると思

うのですが、団体の管理費はどのように記

述すればよろしいでしょうか。 

団体の管理費は、本社事務経費等といった間

接経費を想定しています。各応募団体が必要と

考える経費の積上げで算定をお願いします。 

収支計画書の費目「その他」の項目に経費名

を記載して提出してください。 

４ 業務仕様書では、自主事業を施設の効果

的活用や利用者サービス向上を図るため、

自己の責任と費用負担により独自に企画し

た事業、国、県及び民間企業者からの受託

事業並びに森の家みんみん職員を講師とし

て施設外に派遣する事業と定義していま

す。みんみんの職員が、勤務時間外に施設

外で行う事業についても該当しますか。 

該当します。 

なお、自主事業に係る経費（人件費を含む）

は、指定管理業務で得る収入（指定管理料及び

利用料金等）から充てることはできません。 



No 質問 回答 

５ 自主事業は、自己の責任と費用負担によ

り企画した事業と定義されていますが、そ

の収益は指定管理制度に関する運用指針の

別図第２のその他収入として計上する必要

がありますか。 

自主事業で得た収入は、指定管理における収

支には含めません。 

その他収入とは、利用者から徴収した冷房機

使用料やコピー機使用料金等を想定していま

す。 

６ 説明会で配布された業務仕様書には、指

定管理制度に関する運用指針にある余剰額

等の措置の記述がないのですが、なぜでし

ょうか。 

業務仕様書 13「管理運営経費について」の

イ「指定管理料」ｂに記載していますので、ご

確認ください。また、募集要項の 7「指定管理

業務係る経費（収支）について」の（３）「指

定管理業務に係る経費の精算について」にも記

載しております。 

７ 施設等の修繕については、指定管理者の

責めによる場合を除いて多くのケースで市

が負担者であると定められています。市の

都合で指定管理者がやむを得ず修繕費を負

担した場合、指定管理者を救済する措置は

ないのでしょうか。 

リスク責任分担表にある協議に該当するも

のと考えます。協議の内容は、経費負担も含め

たものとなるため、指定管理者への救済措置と

いう扱いは発生しないと考えています。 

８ 自主事業の収入の扱いやどのようなもの

が自主事業にあたるのでしょうか。 

自主事業での収入は、指定管理における収支

には含めません。指定管理者の収入となり、自

主事業に係る経費（人件費含む）も指定管理者

の負担となります。 

自主事業をする際は、事前に市と協議の上承

認を得て実施してください。 

自主事業としては、みんみん職員による環境

教育等に関する出前講座等を想定しています。

業務仕様書 11「自主事業」に記載しておりま

すのでご確認ください。 

９ 「余剰額の２分の１に相当する額を市へ

納入する」とありますが、年間の収入額の

半分を市に納入するということでしょう

か。 

指定管理業務で得た収入から指定管理業務

に係る支出を差し引いた額が余剰となった場

合に、その余剰額の２分の１に相当する額を市

へ納入してもらいます。 



No 質問 回答 

10 他団体から「森の家みんみん」として共

催等の依頼がある場合はどのように対応す

ることになりますか。 

依頼があった場合は、市と協議の上、対応す

ることになります。 

11 利用団体が、参加料を徴収して本施設を

利用する場合、使用許可の判断はどうなり

ますか。 

研修施設のため、営利目的につながる利用は

できません。ただし、研修のための実費相当分

とした参加料であれば問題ないと考えていま

す。実費相当分かどうかを確認していただき、

判断に迷うようであれば、市と調整をしなが

ら、許可業務を行ってください。 

 














